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～発生木材の有効活用～

島地川ダムで伐採処理した木を希望者にさしあげます

島地川ダム管理支所では、ダム湖面監視の阻害となる木の伐採作業を実施しました。

伐採した木は有効利用を図るため、島地川ダムのダム湖上流の赤山公園に仮置きして

おり、希望者にさしあげます。

さしあげる木の本数は約1,000本です。木の種類はほとんどが雑木で、木の長さは

２～３ｍ程度、木の径は4cm～20cm程度です。

提供場所からの積込・運搬は、希望者にてお願いします。

希望される方は、申込窓口（島地川ダム管理支所）に連絡して頂き、ダム管理支所の

指示を受け各自で責任を持って、お持ち帰り下さい。

なお、数量には限りがありますので先着順で配布し、無くなり次第終了します。

受付期間：平成２５年 ７月 ８日から平成２５年 ７月３１日

※ただし、申込み多数の場合には申込み締切前に受付を終了する場合があります。

引渡期間：平成２５年 ８月 １日から平成２５年 ８月２１日

引渡時間：平日の９時００分から１６時００分

引渡条件：引渡し当日又は事前に伐木無償提供申込書にご記入いただける方

利 用 例：炭焼き用、薪用 （※雑木のため、しいたけ等のほだ木には向かないと思

われます）

提供場所：山口県周南市大字巣山地先（赤山公園） 下図を参照して下さい

申込窓口：国土交通省 山口河川国道事務所 島地川ダム管理支所

〒７４６－０１０１ 山口県周南市大字高瀬２５７

TEL ０８３４－６７－２８７８

（受付時間：平日の８時３０分から１７時００分）

FAX ０８３４－６７－２４２７



提供場所位置図

問い合わせ先：国土交通省 山口河川国道事務所 島地川ダム管理支所

ダム管理支所長 柳 井 祐 次 （内線6221）
や な い ゆ う じ

TEL 0834-67-2878

FAX 0834-67-2427

伐 木 材 提供 場 所

（ 赤 山 公園 ）

島 地 川 ダ ム 管 理 支 所

新 平 ヶ 原 公 園

黒 川 橋

島 地 川 ダ ム

島地川ダム

伐木材仮置状況（赤山公園）



【送付先】島地川ダム管理支所　FAX：０８３４（６７）２４２７

　 引き取った伐木は、違法行為（不法投棄等）や転売等のないよう責任を
もって管理し、上記申し込み事項、並びに注意事項に基づき有効利用する
事を確約します。

国土交通省　　山口河川国道事務所
　　 島地川ダム支所長　殿

申込者氏名 　　印

【注意事項】
　　１．積込み・運搬は申込者にて行ってください。
　　２．伐木は申込者が利用し、転売、営利目的に使用しないでください。
　　３．引取り後の伐木は申込者の責任により適切に管理してください。
　　４．積込・運搬時ならびに、提供後の伐木使用において発生した事故
　　　　等に関して、国土交通省は一切の責任を負うことはできません。

■個人情報の保護
　 　 上記申請で得た個人情報は、刈草の適性な管理のため必要とする
　 ものであり、取扱いについては個人情報保護法の趣旨に則り適正に
   管理させていただきます。

伐木無償提供申込書
申 請 年 月 日 平成　 ２５　 年   　　　　月    　　　日

住 所

連 絡 先 ＴＥＬ：

薪など燃料　・　工作用の木材　・　しいたけなどのほだ木

チップ　・　その他（ ）

受 取 可 能 日 平日　　　　・　　　　土日祝日　　　　・　　　　指定なし

希 望 数 量 本 （上限２０本）

利 用 目 的



　　　　　　　　　　　　

伐 木　 Ｑ ＆ Ａ
 Ｑ：提供場所や時期はいつ？
 Ａ：受取時期は平成25年8月1日～平成25年8月21日
　　です。詳細な場所は、申し込み受付後、島地川
　　ダム管理支所より申込者の皆様へご連絡します。

 Ｑ：どんな状態の伐木をもらえるの？
 Ａ：長さ2～3m程度に小切りにした丸太状（直径：4cm
　　～20cm）のものを提供します。

 Ｑ：どの程度の量があるの？
 Ａ：約１，０００本です。
　申し込み多数の場合には、ご希望に添えない場合も
ありますので予めご了承下さい。

 Ｑ：木の種類は？
 Ａ：ほとんどが「雑木」です。

提供ご希望の方は以下の作業が伴います。

受取場所
までの移動

伐木の
積込作業

ご使用される場所
までの運搬作業


